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公文書公開手続きの情報科教育法への活用
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概要：共通教科「情報」の高等学校学習指導要領では，「多くの情報が公開され流通している現状を認識さ
せるとともに，情報を保護することの必要性とそのための法規及び個人の責任を理解させる」と規定され
ており，その内容の取扱いとして，「知的財産や個人情報の保護などについて扱い，情報の収集や発信など
の取扱いに当たっては個人の適切な判断が重要であることについても扱うこと」と記されている．一方，
国，地方自治体，独立行政法人などの行政機関から情報を収集する意義や手続きについてはあまり扱われ
ていない．本稿では，行政機関の公文書という生の情報を収集することは重要であるとの観点から，大学
の教職科目の情報科教育法への公文書公開手続きの活用について，実践例とともに議論する．
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Abstract: One of the purposes of the high school’s official subject of the ‘Information’ is stated in the courses
of study “to enable the students understand current situation of a flood of information disclosed and com-
municated within the society as well as the needs of protection of the information and the problems arising
in the course of collection and emission of information including individual person’s responsibility relating
thereto”. Despite the above description referring to the disclosure of information, we have not dealt with the
process for the collecting information from the national and local governments or independent administrative
institutions. In this paper, in light of our belief that collecting raw information from the government bodies
is invaluable, we would like to discuss about the ways in which we utilize the public information disclosure
system in our teacher-training program for information education.
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1. はじめに

現在，日本学術会議が策定中の「情報学の参照基準」[1], [2]

では，「情報学は，情報によって世界に意味・価値を与え秩

序をもたらすことを目的に，情報の創造・生成・収集・表

現・記録・認識・分析・変換・伝達にかかわる原理と技術

を探求する学問である」と定義している．
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教育の課程において，自ら正しい情報を収集し，検討し，

分析する能力を身につけさせることは大変重要である．そ

の中でも，情報の「収集」能力を養成することには大きな

意義がある．

信頼性のある情報を収集する能力を養成することは重要

であり，その養成を具体的かつ効果的に実現するため，本

稿では，情報教育において公文書公開手続きを活用するこ

とについて議論する．

インターネット上の情報は，多くの場合，他人の編集を

経た情報であり，また，信ぴょう性についても，必ずしも

検証しにくいという問題がある．これに対し，行政機関が
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表 1 高等学校学習指導要領

Table 1 Curriculum guidelines of the ‘Information’.

共通教科「情報」の学習指導要領 普通教科「情報」の学習指導要領

（2009 年 3 月 9 日告示 [3]） （1999 年 3 月 29 日告示 [4]）

第 1 社会と情報

2 内容

(3) 情報社会の課題と情報モラル

ウ 情報社会における法と個人の責任

多くの情報が公開され流通している現状を認識させるとともに，情報

を保護することの必要性とそのための法規及び個人の責任を理解さ

せる。

3 内容の取扱い

(3) 内容の (3) の · · · ウについては，知的財産や個人情報の保護な
どについて扱い，情報の収集や発信などの取扱いに当たっては個人の

適切な判断が重要であることについても扱うこと。

第 3 情報 C

2 内容

(3) 情報の収集・発信と個人の責任

ア 情報の公開・保護と個人の責任

多くの情報が公開され流通している実態と情報の保護の必要性及び

情報の収集・発信に伴って発生する問題と個人の責任について理解さ

せる。

3 内容の取扱い

(3) 内容の (3)のアの情報の保護の必要性については，プライバシー

や著作権などの観点から扱い，情報の収集・発信に伴って発生する問

題については，誤った情報や偏った情報が人間の判断に及ぼす影響，

不適切な情報への対処法などの観点から扱うようにする。

保有する情報は，他人による評価を経ていない生の情報で

あり，出所としても信頼性ある情報ということができる．

2013年度から実施されている共通教科「情報」の高等学

校学習指導要領 [3]では，「情報社会における法と個人の責

任」の項目で，「多くの情報が公開され流通している現状を

認識させるとともに，情報を保護することの必要性とその

ための法規及び個人の責任を理解させる」と規定されてお

り，その内容の取扱いとして，「知的財産や個人情報の保

護などについて扱い，情報の収集や発信などの取扱いに当

たっては個人の適切な判断が重要であることについても扱

うこと」と記されている（表 1）．「情報社会における法」

には，公文書公開手続きに関するものが当然含まれると考

えられるが，表現のうえで，情報の保護の重要性の方に力

点が置かれたものなっている*1．

また，開隆堂出版の「社会と情報」の教科書 [7] では，

「知る権利と情報公開」について分かりやすく解説してい

る（図 1）．国，地方自治体，企業などの公開情報を収集す

ることが，教科内容に含まれるように配慮されている．

しかしながら，現状の情報教育は，情報の利用あるいは

保護の重要性に関する教育に傾斜し，情報公開ならびに公

開情報の収集については力点が置かれていない傾向があ

る．2003年度から 2012年度まで実施されていた普通教科

「情報」の旧学習指導要領 [4]では，「情報の公開・保護と

個人の責任」の項目で規定されていた．2001年 4月に情報

公開法が施行されたことから，旧学習指導要領では公文書

公開手続きに関する問題意識が現在よりも高かったと推測

される．藤間ら [8]の調査結果によると，情報 Cの教科書

9種のうち 5種で情報公開制度について扱っていた．それ

に対し，現在の学習指導要領では，情報公開は前面に出さ

*1 表 1 には，2003 年度から 2012 年度まで実施されていた普通教
科「情報」の旧学習指導要領 [4] も対比のため示した．なお，現
在，中央教育審議会で，次期学習指導要領についての議論が始め
られている [5], [6]．

図 1 「社会と情報」の教科書 [7]

Fig. 1 Textbook of the ‘Information’.

れていない．もともと民主社会において，情報は公に流通

するべきものであり，公に流通する情報は，市民が自ら収

集して検証すべきものである，という視点に欠けている．

このような現状に対し，本稿は，教育の課程において，

学生および生徒に情報収集手続きについて周知させ，実際

に利用する方法を学ばせることは，健全な民主社会を担う

賢明な市民として生きる力の育成につながるものであると

の主張のもとに，大学の教職科目である情報科教育法を履

修する学生が公文書公開手続きを学び，その学生が高等学

校の情報の教師となって高校生に公文書公開手続きを学ば

せることについて，実践例とともに議論するものである．

以下，2章では，公文書公開手続きの概要について述べ，

3章では，大学の教職科目の情報科教育法における公文書

公開手続きを利用法について述べる．4章では，実際に，

情報科教育法において学生が公開請求した実例と，得られ

た知見について紹介する．
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2. 公文書公開手続きの概要

公文書公開手続きは，1982年に山形県金山町が，1983年

に神奈川県と埼玉県が，公文書公開手続きに関する条例を

定めたのが先駆けで，現在では，すべての都道府県と，ほ

ぼすべての市区町村で，情報公開条例が定められている．

また，2001年の行政機関の保有する情報の公開に関する法

律（情報公開法）の施行により，国の公文書公開手続きが

整備された．

公文書の公開を求めるには，行政機関に，公開請求書を

提出する．公開請求書の様式は，ほとんどの行政機関で，

ホームページに掲載されている．公開請求書は，公文書公

開の担当窓口に持参するほか，郵送でも提出することがで

きる．電子申請や，ファックスによる提出が認められてい

る場合もある．実際に，3章以下で述べる事例において，

公開請求書を公文書公開の担当窓口に持参したもの，電子

申請によるもの，郵送もしくはファックスで提出したもの

があった．

多くの地方公共団体では，公文書公開の請求の時点では

費用は発生しない．国や独立行政法人などに公文書公開を

請求する場合，公開請求者が 300円の手数料を支払う．行

政機関が公文書の公開を決定し，公開請求者が公文書の写

しの交付を受ける場合は，写しの費用を支払う．多くの行

政機関では，1枚につき 10円である．

行政機関は，公文書の公開が請求されると，法律もしく

は条例で規定している非公開情報を除いて，公文書を公

開することが義務付けられている．これは，情報公開の目

的が，行政機関の内部処理の透明性を確保し，国民による

チェック機能を働かせることにあり，ひいては，民主社会

の担い手である国民に正しく行政機関の保有する情報を提

供することにより国民の知る権利に資することにあるため

である．

また，行政機関が非公開と判断した情報について，公開

請求者が不服がある場合には，救済を求めることができる．

公文書公開手続きの特長として，不服申立てがされた場合，

行政機関は第三者機関である情報公開審査会に諮問し，情

報公開審査会の答申を尊重した判断をすることが義務付け

られている．

行政機関に公文書の公開を請求する手続き，どのように

公開非公開の判断がされるか，公開されなかったときの救

済の手続きについては，文献 [9]で紹介したので参照され

たい．

なお，2011年 4月には，公文書などの管理に関する法

律（公文書管理法）が施行された．歴史的に重要とされる

公文書は国立公文書館に永久保存することとしている．公

文書管理の条例を制定している地方公共団体もある．博物

館，図書館，文書館なども，市民の情報収集のための制度

であり，活用しやすいように整備されるべきものである．

3. 情報科教育法における公文書公開手続きの
利用

3.1 情報科教育法

情報科教育法は，大学において，高等学校の情報の教師

を養成するための，教職課程の科目である [10], [11]．筆者

らの大学では，必修科目の情報科教育法 Iと，選択科目の

情報科教育法 IIが開講されている．

本稿で紹介する公文書公開手続きの利用は，情報科教育

法 IIにおける「社会と情報」のテーマの 1つとして，2011

年度から取り組んでいるものである．

3.2 公開請求する公文書の検討

2011年度の受講生KZ君を例として，公文書公開手続き

を利用する手順を説明する．

まず，受講生全員に，「興味を持った記事，入手したい情

報など」をいくつか考えてくるように，宿題を出した．次

の授業時に，KZ君は，次の 3つの記事に興味があると報

告した．

( 1 ) 中学校のプールで，夏期休業期間中も水が出しっ放し

になっていたために損害が発生した件について，なぜ

流出に気がつかなかったのかが気になる（読売新聞

図 2 松山市への公開請求書

Fig. 2 Disclosure request to Matsuyama City.
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図 3 松山市の公開決定通知

Fig. 3 Disclosure decision of Matsuyama City.

2011年 10月 20日の記事より）．

( 2 ) 埼玉県職員給与の据え置きの件について，対象とする

民間事業所はどのような事業所が選ばれたのかという

ことと，被災地支援で派遣された警察官への特殊手当

の金額が気になる（産経新聞 2011年 10月 27日の記

事より）．

( 3 ) 調布駅付近立体交差事業による再開発の件について，

京王に限らず調布市や東京都から，予算，収支，損益，

賠償などの見積りやまちづくりのビジョンが知りたい

（京王線連続立体交差事業について，工事や周辺の街

の変わりゆく様子を写真などで記録し掲載しているサ

イトより）．

受講生全員で，上のどの記事について詳しい情報を収集

するかを検討した．その結果，KZ君は，( 1 )の愛媛県松

山市立津田中学校のプールで夏期休業期間中に水が出しっ

放しになっていた件を選んだ．

3.3 公文書の公開請求

受講生全員で，どの行政機関に公文書を公開請求すれば

よいかを検討した．公文書を保有していると考えられる松

山市公営企業局と松山市教育委員会に公文書の公開請求を

行うことにした．図 2 は松山市教育委員会への公開請求書

である．

なお，公文書公開の担当窓口は，どちらも松山市総務部

図 4 松山市の公開文書

Fig. 4 Documents disclosed by Matsuyama City.

行政情報課である．

3.4 公文書の公開決定

公開の決定（図 3），写しの費用（50円の定額小為替）と

送料（90円の切手）の送付，文書の公開（図 4）まで，約

3週間かかった．その間，KZ君にはそのつど，松山市の

公文書公開の担当窓口とのやりとりについて，報告しても

らった．

KZ君の最終的な報告は，図 5 のとおりである．報道だ

けでは分からなかった細かなことが分かり，得られた文書

は KZ君の意にかなったものであった．KZ君は，後に情

報公開について学習指導案を作成しており公文書公開を経

験したことは役に立った，との感想を述べている．

4. 公文書を公開請求した実例

前章で述べた，KZ君の例のほか，3名の受講生（IM君，

TN君，KD君）による公文書の公開請求の事例を紹介する．

なお，各受講生の行政機関とのやりとりの詳細，および，

感想は，本稿を執筆するにあたり改めて調査して判明した

ものを含んでいる．
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図 5 KZ 君の報告

Fig. 5 Mr. KZ’s report.

4.1 IM君の実例

IM君は，熊本県に対して，馬刺しの冷凍処理に関する

文書と国にあてた連絡などを，電子申請により請求した．

その後，担当部署から電話があり，情報公開を利用しな

くても，すべての関係資料が提供可能ということで，情報

提供という形となった．手数料，コピー代の請求もされな

かった．

IM君は，馬刺しの冷凍処理について国からどのような

指示があり，どのように実施されているのかを知りたかっ

たため，提供された公文書で十分に情報を入手することが

できた，情報公開請求の窓口が思っていたよりも身近であ

る，実際に高校生に「情報」を教えるときにとても役に立

つ，判断をするためには情報が必要であるから，情報を得

る手段をより多く知っていることはより有利に生きていく

ためには大切な要素だと思う，との感想を述べている．

図 6 川崎市からの公開文書

Fig. 6 Documents disclosed by Kawasaki City.

4.2 TN君の実例

TN君は，川崎市に対して，次の公文書を公開請求した．

A)「川崎縦貫高速鉄道」に関して平成 13年 5月 11日に，

初期整備区画（新百合ヶ丘～宮前平～元住吉）につい

て国土交通大臣より鉄道事業許可を取得したことが分

かる書類．

B)「川崎縦貫高速鉄道」に関して平成 15年 6月 16日に，

5年程度着工を延期とする市の方針決定した経緯が分

かる書類．

これらの公開請求書を，担当窓口である川崎市公文書館

に提出した．2週間ほどしてから，A)については全部公開

の決定がされ，「平成 13年 5月 11日付，初期整備区間（新

百合ヶ丘～宮前平～元住吉）について国土交通大臣から川

崎市長あての許可状」の公開を受けた（図 6）．

しかしながら，B)については，非公開の決定がされた．

非公開の理由は，「対象公文書が存在しない．川崎市のホー

ムページに着工延期の決定に至ったアンケート結果をま

とめたページがあるので参照して欲しい」というもので

あった．

TN君は，そのアンケートの生データなどが得られれば

いいと思っていたので，公開請求の結果は，意にかなわな

かった，関連する公文書の名前なども分からなかったので，

再度請求しても開示されない可能性が高かったと思うとの

感想を述べている．
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表 2 受講者の感想

Table 2 Students’ comments.

KZ 君 IM 君 TN 君 KD 君

得られた情報は自分の意にかなっ

たものだった．

実際に情報公開で指導案を作成

したので，高校生に指導する際に

は，良い材料だと思う．

情報公開請求の窓口が思ってい

たよりも身近である．

高校生に「情報」を教える時にと

ても役に立つと思う．

判断をするためには情報が必要

であるから，情報を得る手段をよ

り多く知っていることはより有

利に生きていくためには大切な

要素だと思う．

行政に関して知る手段として，話

題を広げられそうである．

高校生に「情報」を教える時に役

に立つとは思うが，高校生自体に

情報開示請求をさせるのは無理．

「開示請求するとこうなるよ．」と

成功例と失敗例を 1 つずつ例示

すれば十分だと思う．

教科書でどの分野になるか覚え

てはいないが，普段開示されてな

い情報を見る方法のひとつとし

て知らせると良いかと思う．

類似案件の探索と主張の根拠・証

拠準備の大切さ，楽しく色々と

考えて調べることの大切さがわ

かった．

情報の手に入れ方のひとつとし

てある程度意味があり，法律に

則った手続きを体験できるため，

日常生活にはない楽しみになり

つつ学べる点が多いとは思う．

4.3 KD君の実例

KD君は，国立大学法人に対して，平成 21，22，23年

度に開講されたすべての授業科目の成績評価の人数分布を

示す文書の公開を請求した．公開請求書は，担当窓口に提

出し，その翌々日に 300円の手数料を出納部署に支払って

いる．公開請求の結果，非公開の決定がされた．その理由

は，公開請求の対象公文書を作成しておらず，保有してい

ないというものであった．

本稿を執筆するにあたり改めて調査したところ，情報科

教育法 IIの授業期間が終わった後にも，KD君と行政機関

とのやりとりがされていたことが分かった．

KD君は，非公開の決定に対して，不服申立てを行い，内

閣府の情報公開・個人情報保護審査会に諮問され，同審査

会に公文書を公開するべきとする意見書を提出していた．

その結果，同審査会から，対象公文書の範囲を広げて公開

するべきなどの答申 [12], [13]を得ることができ，行政機関

から改めて公開決定がされ，公文書の公開を受けていた．

公文書公開を経験することは役に立つかについては，実

践的な情報収集の取扱いの 1つとして意味があり，法律に

則った手続きを体験できるため，学べる点が多いとの感想

を述べている．

5. おわりに

本稿では，大学の教職科目の情報科教育法において公文

書公開手続きを利用する方法について述べた．また，公文

書公開手続きを利用した，いくつかの実例を紹介した．

図 2 に示したとおり，公開請求書には記載内容も少な

く，学生にも簡単に書けるものである．その後の行政機関

とのやりとり，手数料や送料の送付なども，学生に十分に

対応できるものである．

前章までに述べた実例において，受講生らの感想は，表 2

に示すとおり，おおむね好評であり，高校生に「情報」を

教えるときに役立つというものであった．なお，高校生自

体に公文書公開請求をさせるのは難しいので，教師が公文

書公開請求を行い，成功例と失敗例を 1つずつ例示すれば

よいとする感想もあった．

前章の実例としては紹介しなかったが，地元の高速道路

建設に関する調査資料を見るため，実際に埼玉県庁まで足

を運んで公文書公開請求をした受講生もいた．この受講生

は，「環境アセスメント調査だけでも動植物の調査，住環境

に関する調査など多くの詳細な資料を目の当たりにした，

自分たちの住環境などがどのような利益・不利益を受ける

のかを詳細に知るための手段を，誰でも利用できるという

のは大切なことだと思う」との感想を述べている．

2011年度から 2014年度まで，12名の学生が情報科教育

法 IIを受講した．公文書公開請求先の内訳は，国が 1件，

独立行政法人などが 1件，道県が 4件，市が 5件，町が 1

件であった．

本稿のまとめに，公文書公開手続きを学ぶことの意義に

ついて，筆者らの考えを述べる．

情報収集方法として，インターネットを利用することが

増えている．1章で述べたように，インターネット上の情

報は他人の編集を経た情報であり，信ぴょう性についても

検証しにくい．これに対して，行政機関が保有する情報は，

他人による評価を経ていない生の情報であり，出所として

も信頼性のある情報ということができる．

受講生らの感想にあるとおり，情報を得る手段を多く

知っていることは，有利に生きていくために大切である．

公文書公開手続きを実際に体験することにより，信頼でき

る情報を収集する手段を身につけることができる．さら

に，法令に基づいた手続きを知ることができる．

前章までに示したように，公文書公開手続きは大学生で

対応できる．大学の教職科目である情報科教育法において

公文書公開手続きを学んだ学生が，高等学校の情報の教師

となり，適切に授業計画を立案すれば，高校生に公文書公

開手続きを実践させることもできると考えられる（なお，

多数の類似の公開請求が出される危険性はあり，教師がそ

の危険性があることをふまえて授業計画を立案することは
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必要である）．

教師が，知識として公文書公開手続きを知っているだけ

でなく，使えるスキルとして，身につけておくことができ

るとよい．必要な情報を求めるとき，いかにしてその情報

が得られるように公開請求をするか（公開請求書を記述す

るか），緻密に手続きすれば必要なものを得られることを

示すことは，理系だけでなく，文系の生徒にとっても刺激

になる．

このような実践教育を含む情報教育は有益であり，教師

の卵を育てる情報科教育法で公文書公開手続きを体験する

べきであると，筆者らは考えている．
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推薦文

本論文は，大学における情報科教育法の授業の一環とし

て，受講学生が行政機関に対し知りたいと考える情報の公

開請求を行うという活動について報告している．情報科教

育法の内容としてこのような活動を含めることの根拠は，

共通教科「情報」の現行高等学校学習指導要領において，

「多くの情報が公開され流通している現状を認識させると

ともに，情報を保護することの必要性とそのための法規及

び個人の責任を理解させる」と記されていることにある．

現行指導要領では情報の保護に重きを置いた表現となって

いるが，公的機関が持つ生の情報を請求することは，情報

の取得にとどまらず，その正しさや保護について考えるよ

い題材である．本論文では実際に学生に課した課題や授業

の進め方について報告しており，具体的な請求内容や進め

方，行政機関とのやりとりについても述べている．これら

の題材は，本論文の読者が授業やその他の機会において同

様の活動を実施するうえで大変参考になるものである．ま

た，このような活動を体験することで多くの学生・参加者

が情報に関するより真剣な認識を持つことも期待できる．

これらの点から，本論文は情報教育全般に関心のある読者

に対し高い価値をもたらすものだといえる．

（論文誌「教育とコンピュータ」アドバイザー 久野 靖）
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